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2022年度診療報酬改定
「答申」から（調剤抜粋版）

作成：日医工株式会社（公社）日本医業経営コンサルタント協会認定 登録番号第6178号 栗原盛一
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参考資料：2022年2月9日 中医協総会資料 「答申について（個別改定項目について）」
2022年2月9日 中医協総会資料 「答申書（別紙1-3（調剤報酬点数表））」

本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものです
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(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を
行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５) 「注1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。
(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服
薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

要件、算定上限点数 点数 要件、算定上限点数 点数
調剤基本料１ 2～4・特別以外、

または 医療資源の少ない地域に所在する保険薬局 42点 2～4・特別以外、
または 医療資源の少ない地域に所在する保険薬局 42点

次のいずれかに該当する薬局 次のいずれかに該当する薬局
　イ）月4,000回超 かつ 集中率70％超 　イ）月4,000回超 かつ 集中率70％超
　ロ）月2,000回超 かつ 集中率85％超 　ロ）月2,000回超 かつ 集中率85％超
　ハ）月1,800回超 かつ 集中率95％超 　ハ）月1,800回超 かつ 集中率95％超
　ニ）特定の医療機関に係る処方箋が月4,000回超 　ニ）特定の医療機関に係る処方箋が月4,000回超
同一グループの薬局の処方箋受付回数の合計が
月3.5万回超かつ次のいずれかに該当する薬局

同一グループの薬局の処方箋受付回数の合計が
月3.5万回超かつ次のいずれかに該当する薬局

　イ）①3.5万回超4万回以下かつ集中率95%超
　　　　②3.5万回超4万回以下かつ不動産賃貸借関係
　　　　③4万回超40万回以下かつ集中率85%超
　　　　④4万回超40万回以下かつ不動産賃貸借関係

21点

　イ）①3.5万回超4万回以下かつ集中率95%超
　　　　②3.5万回超4万回以下かつ不動産賃貸借関係
　　　　③4万回超40万回以下かつ集中率85%超
　　　　④4万回超40万回以下かつ不動産賃貸借関係

21点

　ロ）①40万回超かつ集中率85%超
　　　　②40万回超かつ不動産賃貸借関係

16点

　ロ）①40万回超かつ集中率85%超
　　　　②40万回超かつ不動産賃貸借関係
　　　　③同一グループ薬局数300以上かつ集中率85%超
　　　　④同一グループ薬局数300以上かつ不動産賃貸借関係

16点

　ハ）①40万回超かつ集中率85%以下
　　　　②同一グループ薬局数300以上かつ集中率85以下
　　　（調剤基本料2に該当する場合を除く）

32点

次のいずれかに該当する保険薬局 次のいずれかに該当する保険薬局
　　イ）医療機関と特別な関係　かつ 集中率70％超 　　イ）医療機関と特別な関係　かつ 集中率70％超
　　ロ）調剤基本料に係る届出を行っていない 　　ロ）調剤基本料に係る届出を行っていない

2回目減算 異なる保険医療機関の複数処方箋の同時受付で
2枚目以降 ▲20％ 異なる保険医療機関の複数処方箋の同時受付で

2枚目以降
▲20％

下限3点 ｐ.11

妥結率・かかりつけ減算 妥結率50％以下など ▲50％ 妥結率50％以下など ▲50％
下限3点 ｐ.11

地域支援体制加算１　（調剤基本料1算定薬局） 　　　　39点
地域支援体制加算２　（調剤基本料1算定薬局） 　　　　47点

地域支援体制加算３　（調剤基本料1以外算定薬局） 　　　　　17点
特別は▲20%

地域支援体制加算４　（調剤基本料1以外算定薬局） 　　　　　39点
特別は▲20%

【新設】
連携強化加算 （新設） 災害時等に医薬品供給等の対応を行う体制の確保　等 2点 p.19

1 後発医薬品の調剤数量が75％以上 15点 1 後発医薬品の調剤数量が80%以上 21点
2 後発医薬品の調剤数量が80％以上 22点 2 後発医薬品の調剤数量が85%以上 28点
3 後発医薬品の調剤数量が85％以上 28点 3 後発医薬品の調剤数量が90%以上 30点

特別調剤基本料算定薬局の場合 各加算の▲20%
後発医薬品減算 後発医薬品の調剤数量が40％以下 ▲2点 後発医薬品の調剤数量が50%以下 ▲5点 p.21
分割調剤（⾧期保存の困難性等） 1分割調剤につき（1処方箋の2回目以降） 5点 1分割調剤につき（1処方箋の2回目以降） 5点
　　〃 　　（後発医薬品の試用） 1分割調剤につき（1処方箋の2回目のみ） 5点 1分割調剤につき（1処方箋の2回目のみ） 5点
　　〃 　　（医師の指示によるもの）

調
剤
基
本
料

p.10

調剤基本料２ 26点 26点

ｐ.11

p.20後発医薬品調剤体制加算

全点数を分割回数で除して算出 全点数を分割回数で除して算出

点数名 現行（2020年度）点数表 改定案 ページ数

調剤基本料３

特別調剤基本料 9点 7点

p.26

地域支援体制加算 38点
p.12

|
p.18

目次
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(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を
行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５) 「注1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。
(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服
薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

要件、算定上限点数 点数 要件、算定上限点数 点数
内服薬　7日分以下、8～14日分、
　　　　　15～21日分、22～30日分
　　　　　31日分以上

28点、55点
64点、77点

86点

　
24点 p.23

屯服薬 21点 21点
浸煎薬 1調剤につき、3調剤分まで 190点 1調剤につき、3調剤分まで 190点
湯薬　7日分以下 190点 190点
　　　　8～28日分
　　　（1～7日目の部分）
　　　（8～28日目の部分）
　　　 29日分以上 400点 400点
注射薬 26点 26点
外用薬 1調剤につき、3調剤分まで 10点 1調剤につき、3調剤分まで 10点
内服用 滴剤1調剤につき 10点 滴剤1調剤につき 10点
嚥下困難者用製剤加算 ※内服薬のみ 80点 ※内服薬のみ 80点
一包化加算　42日分以下 34点／7日分
　　　　　　　　 43日分以上 240点
無菌製剤処理加算
　中心静脈栄養法用輸液 69点、137点 69点、137点
　抗悪性腫瘍剤 79点、147点 79点、147点
　麻薬 69点、137点 69点、137点

麻薬等加算 1調剤につき　（麻薬、向精神薬）
　　　　　　　　　（覚醒剤原料、毒薬）

70点、8点
8点、8点

1調剤につき　（麻薬、向精神薬）
　　　　　　　　　（覚醒剤原料、毒薬）

70点、8点
8点、8点

自家製剤加算（内服薬）
　錠剤､丸剤､ｶﾌﾟｾﾙ剤､
　散剤､顆粒剤､ｴｷｽ剤 20点/7日分 20点/7日分

　液剤 45点 45点
自家製剤加算（屯服薬）
　錠剤､丸剤､ｶﾌﾟｾﾙ剤､
　散剤､顆粒剤､ｴｷｽ剤 90点 90点

　液剤 45点 45点
自家製剤加算（外用薬）
　錠剤､ﾄﾛｰﾁ剤､軟・硬膏剤､
ﾊﾟｯﾌﾟ剤､ﾘﾆﾒﾝﾄ剤､坐剤 90点 90点

　点眼剤､点鼻・点耳剤､浣腸剤 75点 75点
　液剤 45点 45点

自家製剤加算（予製剤） 各点数の
20% 錠剤分割時の場合が追加 各点数の

20% p.24

計量混合調剤加算　液剤 35点 35点
　                         散剤、顆粒剤 45点 45点
　                         軟・硬膏剤 80点 80点

調
剤
料
⇓
薬
剤
調
製
料

p.24

点数名 現行（2020年度）点数表 改定案 ページ数

190点
10点/1日分

190点
10点/1日分

※内服薬のみ （削除） （削除）

 1調剤につき  1調剤につき

1日につき　※注射薬のみ
6歳以上、6歳未満の乳幼児

1日につき　※注射薬のみ
6歳以上、6歳未満の乳幼児

1調剤につき 1調剤につき
錠剤分割時は予製剤の点数算定

1調剤につき 1調剤につき
錠剤分割時は予製剤の点数算定

1調剤につき　※内服薬・屯服薬・外用薬 1調剤につき　※内服薬・屯服薬・外用薬
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(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を
行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５) 「注1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。
(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服
薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

要件、算定上限点数 点数 要件、算定上限点数 点数
時間外加算等
 （時間外）
 （休日）
 （深夜）

基礎額 ＝ 調剤基本料（各加算を含む）
　　      ＋ 調剤料 ＋ 無菌製剤処理加算
　　      +　在宅患者調剤加算

基礎額の100％
140％
200％

基礎額 ＝ 調剤基本料（各加算を含む）
　　      ＋ 薬剤調整料 ＋ 無菌製剤処理加算
　　      +　在宅患者調剤加算

基礎額の100％
140％
200％

p.27

夜間・休日等 処方箋受付1回につき 40点 処方箋受付1回につき 40点
在宅患者調剤加算 処方箋受付1回につき 15点 処方箋受付1回につき 15点
薬剤服用歴管理指導料
　⇒　服薬管理指導料 処方箋受付1回につき 処方箋受付1回につき

 　　① 3カ月以内に再来局 かつ 手帳による情報提供 43点  　　① 3カ月以内に再来局（かつ　手帳による情報提供） 45点
 　　② ①、③、④以外 57点  　　② ①、③、④以外 59点
 　　③ 特別養護老人ホーム入所者 43点  　　③ 特別養護老人ホーム入所者 45点

　　④イ 原則３月以内に再度処方箋提出患者 45点

　　④ロ イの患者以外の患者に対して行った場合 59点

【新設】　服薬管理指導料の特例 （新設） （新設） かかりつけ薬剤師指導料等算定患者に別の薬剤師が対応 59点 p.30
薬剤服用歴管理指導料（注13特例）
　　⇒服薬管理指導料（注13特例） 手帳活用実績が50％以下 13点 手帳活用実績が50％以下 13点

麻薬管理指導加算 22点 22点
重複投薬・相互作用等防止加算 残薬調整以外、残薬調整 40点、30点 （削除） （削除） p.29
特定薬剤管理指導加算１ 特に安全管理が必要な医薬品 10点 特に安全管理が必要な医薬品 10点
特定薬剤管理指導加算２ 悪性腫瘍の治療に係る調剤、月1回まで 100点 悪性腫瘍の治療に係る調剤、月1回まで 100点
乳幼児服薬指導加算 6歳未満の乳幼児 12点 6歳未満の乳幼児 12点
吸入薬指導加算 3月に1回まで 30点 3月に1回まで 30点

調剤後薬剤管理指導加算 ・月1回まで
・地域支援体制加算届出薬局 30点 ・月1回まで

・地域支援体制加算届出薬局 60点 p.33
【新設】
小児特定加算 （新設） （新設） 医療的ケア児 350点 p.31

１．内服薬　 浸煎薬及び湯薬を除く
　7日分以下、8～14日分
　15日～28日分、29日分以上

4点、28点
50点、60点

２．１以外の場合 4点
複数医療機関から6種類以上処方患者
　イ　初回 3点
　ロ　2回目以降で処方変更時又は処方追加 3点

【新設】
電子的保健医療情報活用加算 （新設） オンライン資格確認システムの活用体制、掲示 3点

（特例1点) p.38
イ 残薬調整に係るもの以外 40点
ロ 残薬調整に係るものの場合 30点

薬
剤
調
製
料

薬
学
管
理
料

【新設】
重複投薬・相互作用等防止加算 （新設）

p.37

p.36

ページ数

p.28
|

p.29

p.34
|

p.35

p.39

点数名 現行（2020年度）点数表 改定案

 　　④ 情報通信機器を使用 43点

【新設】
調剤管理料 （新設） （新設）

【新設】
調剤管理加算 （新設） （新設）

（新設）
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(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を
行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５) 「注1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。
(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服
薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

要件、算定上限点数 点数 要件、算定上限点数 点数
かかりつけ薬剤師指導料 処方箋受付1回につき 76点 処方箋受付1回につき 76点
【新設】
小児特定加算 （新設） （新設） 医療的ケア児 350点 p.31

麻薬管理指導加算 22点 22点
重複投薬・相互作用等防止加算 残薬調整以外、残薬調整 40点、30点 （削除） （削除） p.40
乳幼児服薬指導加算 6歳未満の乳幼児 12点 6歳未満の乳幼児 12点
かかりつけ薬剤師包括管理料 処方箋受付1回につき 291点 処方箋受付1回につき 291点

外来服薬支援料１（月1回まで） 185点
外来服薬支援料２　イ 42日分以下の場合 34点/7日分
　　　　　　　　　　　　　ロ 43日分以上の場合 240点

服用薬剤調整支援料１ 内服薬6種類以上
　→2種類以上減少、月1回まで 125点 内服薬6種類以上

　→2種類以上減少、月1回まで 125点

複数医療機関から内服薬6種類以上
　→処方医への重複投薬等の解消提案（3月に1回まで）
　イ　取り組み実績のある薬局 110点
　ロ　イ以外の場合 90点

服薬情報等提供料１ 医療機関からの求め、月1回まで 30点 医療機関からの求め（月1回まで） 30点

服薬情報等提供料２ 薬剤師が必要性ありと判断（月1回まで）、
患者・家族からの求め 20点 薬剤師が必要性ありと判断（医療機関へは月1回まで）、

患者・家族からの求め 20点

【新設】
服薬情報等提供料３ （新設） （新設） 入院前の持参薬の管理、医療機関からの求め、患者の同意

（3月に月1回限り） 50点

在宅患者訪問薬剤管理指導料
　　　① 単一建物患者　1人 650点 650点
　　　② 単一建物患者　2～9人 320点 320点
　　　③ 単一建物患者　10人以上 290点 290点

在宅患者オンライン服薬指導料
⇒在宅患者オンライン薬剤管理指導料

・在宅訪問月1回の患者
・月1回まで
・薬剤師1人につき週10回まで
（訪問と合わせて週40回）

57点
・訪問と合わせて月4回まで
（末期がんの患者等の場合は週2回かつ月8回）
・薬剤師1人につき①～③と合わせて週40回まで

59点 p.48

麻薬管理指導加算 100点 100点
（オンライン）22点 p.49

乳幼児加算 6歳未満の乳幼児 100点 6歳未満の乳幼児 100点
（オンライン）12点 p.49

【新設】
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 （新設） （新設） 医療用麻薬持続注射療法を行っている患者 250点 p.44
【新設】
在宅中心静脈栄養法加算 （新設） （新設） 在宅中心静脈栄養法を行っている患者 150点 p.45
【新設】
小児特定加算 （新設） （新設） 医療的ケア児 450点

（オンライン）350点 p.46

p.41

185点 p.25

・月4回まで
（末期がんの患者等は週2回かつ月8回）
・薬剤師1人につき週40回まで
（うちオンライン週10回までを含む）

・オンラインと合わせて月4回まで
（末期がんの患者等は週2回かつ月8回）
・薬剤師1人につきオンラインと合わせて週40回まで

改定案

薬
学
管
理
料

外来服薬支援料 月1回まで

服用薬剤調整支援料２
複数医療機関から内服薬6種類以上
　→処方医への重複投薬等の解消提案
　　3月に1回まで

100点

点数名 現行（2020年度）点数表
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(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を
行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５) 「注1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。
(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服
薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

要件、算定上限点数 点数 要件、算定上限点数 点数
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 在宅主治医の求め 在宅主治医と連携する他医療機関の医師の求めも可 p.43
　 ① 計画に係る疾患の急変 ①②合わせて月4回に限り 500点 ①②合わせて月4回に限り 500点
　 ② ①以外 200点 200点
【新設】
在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料 （新設） 情報通信機器を用いた場合 59点

麻薬管理指導加算 100点 100点
（オンライン）22点 p.49

乳幼児加算 6歳未満の乳幼児 100点 6歳未満の乳幼児 100点
（オンライン）12点 p.49

【新設】
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 （新設） （新設） 医療用麻薬持続注射療法を行っている患者 250点 p.44
【新設】
在宅中心静脈栄養法加算 （新設） （新設） 在宅中心静脈栄養法を行っている患者 150点 p.45
【新設】
小児特定加算 （新設） （新設） 医療的ケア児 450点

（オンライン）350点 p.46

在宅患者緊急時等共同指導料 月2回まで 700点
・月2回まで
・ビデオ通話の条件撤廃
・在宅主治医と連携する他医療機関の医師の求めも可

700点 p.43,P51

麻薬管理指導加算 100点 100点
（オンライン）22点 p.49

乳幼児加算 6歳未満の乳幼児 100点 6歳未満の乳幼児 100点
（オンライン）12点 p.49

【新設】
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 （新設） （新設） 医療用麻薬持続注射療法を行っている患者 250点 p.44
【新設】
在宅中心静脈栄養法加算 （新設） （新設） 在宅中心静脈栄養法を行っている患者 150点 p.45
【新設】
小児特定加算 （新設） （新設） 医療的ケア児 450点

（オンライン）350点 p.46
在宅患者重複投薬・
相互作用等防止管理料 残薬調整以外、残薬調整 40点、30点 残薬調整以外、残薬調整 40点、30点 p.52
経管投薬支援料 初回のみ 100点 初回のみ 100点

退院時共同指導料 入院中1回まで
（末期がんの患者等の場合は入院中2回） 600点

・入院中1回まで
（末期がんの患者等の場合は入院中2回）
・入院中の保険医療機関の対象職種の追加
・ビデオ通話の条件撤廃

600点
p.50

|
p.51

処方箋様式の見直し（リフィル処方箋）
処方箋料 処方箋様式の見直し（リフィル処方箋）

p.53
|

p.55
湿布薬の処方制限 湿布薬の処方制限 p.56

医
科
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2022年1月～3月のスケジュール
1月14日 「これまでの議論の整理」

どのような項目を、どのように見直すか

1月26日 「短冊」
（「個別改定項目」）

新設や変更となる点数項目と要件の提示
例）・（新）△△指導加算 ●点

・施設基準 の新設や変更 等

2月9日 「答申」
「短冊」に点数が入ったもの

3月初旬 「告示」「通知」
個別改定項目の詳細な施設基準や算定基準
厚労省が動画解説を公開

3月下旬～随時 「疑義解釈」
告示・通知で示された基準のうち
判断に迷う項目について随時個別に見解

短冊

答申

告示

疑義
解釈

2020年度改定時の資料
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2022年度診療報酬改定率（財務省）

社会保障関係費の自然増“6600億円”を“2200億円”圧縮し、“4400億円”までに抑えることを目指す。
この改定（全体）の他に、一定以上の所得のある後期高齢者の医療費窓口負担を1割から2割（2022年10月から）に、雇用保険の失業等給付保険料率
を0.2%から0.6%へ引上げ等も行われる。

2022年10月より

備考

薬価
改定率 ▲1.35% ▲1,553億円

材料価
改定率 ▲0.02% ▲17億円

▲1.37% ▲1,570億円

通常分 ＋0.23%

医科　：　歯科　：　調剤
　1 　：　 1.1 ：　 0.3

（0.26%　：　0.29%　：　0.08%）
(+約220億円：+約20億円：+約20億円)

＋0.20% 看護師の処遇改善のための特例的な対応
▲0.10% リフィル処方箋の導入・活用促進による効率化
+0.20% 不妊治療の保険適用のための特例的な対応
▲0.10% 小児の感染防止対策に係る加算措置の期限到来

＋0.43% ＋300億円

▲0.94% ▲1,270億円
（300-1,570）

2022年度
改定率

国費ベース
（財務省）

［金額は概数］

　国費ベース：▲1.35%
　　実勢価改定分　　　 : ▲1.44%(▲1600億円）
　　不妊治療保険適用：+0.09%(+45億円)

　薬価ベースは明示されていない

合計

診療報酬改定率   合計

全体改定率

特例分
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●視点① 【重点課題】
新型コロナウイルス感染症等にも対応できる効率的･
効果的で質の高い医療提供体制の構築

●視点② 【重点課題】
安心・安全で質の高い医療の実現のための医師等の
働き方改革等の推進

●視点③
患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の
高い医療の実現

●視点④
効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性
の向上

○ 継続的な対応が見込まれるCOVID-19感染症への対応
○ 医療計画の見直しも念頭に新興感染症等に対応できる

医療提供体制の構築に向けた取組
○ かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の

評価
○ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
○ 地域包括ケアシステムの推進のための取組

○ 各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務
環境の改善、タスク・シェアリング／タスク・シフティング、チーム医
療の推進

○ 業務の効率化に資する ICTの利活用の推進、その他長時間
労働などの厳しい勤務環境の改善に向けての取組の評価

○ 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や
革新的医薬品を含めた医薬品の安定供給の確保等

○ 医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応
○ 重点的な対応が求められる分野について、国民の安心・安全

を確保する観点からの適切な評価
○ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、

薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進、
病棟薬剤師業務の評価

○ 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進
○ 費用対効果評価制度の活用
○ 市場実勢価格を踏まえた適正な評価等
○ 医師・病棟薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品

の適正使用等の推進
○ 効率性等に応じた薬局の評価の推進

2022年度改定の基本的視点と具体的な方向性
（調剤関連項目のみ抜粋）
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現 行 改 定 案
【調剤基本料】
１・２ （略）
３ 調剤基本料３
イ 同一グル－プの保険薬局（財務上又は営業上若しくは事業

上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下この表に
おいて同じ。）による処方箋受付回数３万５千回を超え40
万回以下の場合 21点

ロ 同一グル－プの保険薬局による処方箋受付回数40万回を
超える場合 16点

（新設）

［施設基準］
(4) 調剤基本料３のロの施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一
月に四十万回を超えるグループに属する保険薬局（二の二の(1)
に該当するものを除く。）のうち、次のいずれかに該当する保険薬
局であること。
イ・ロ （略）
（新設）

【調剤基本料】
１・２ （略）
３ 調剤基本料３
イ 21点

ロ 16点

ハ 32点

［施設基準］
(4) 調剤基本料３のロの施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一
月に四十万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が三百
以上のグループに属する保険薬局（二の二の(1)に該当するもの
を除く。）のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であること。
イ・ロ （略）
(5) 調剤基本料３のハの施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が
三百以上のグループに属する保険薬局（(2)、(4)のロ又は二
の二の(1)に該当するものを除く。）のうち、特定の保険医療
機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分以下であるこ
と。

調剤基本料調剤00

資料No.20220217-1184(1)-2-p10
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損益率の状況等を踏まえた見直し

Ⅳ－８ 効率性等に応じた薬局の評価の推進

・調剤基本料1、2、3（イ）、3（ロ）の点数は継続されます

・同一グループ受付回数40万回超又は300店舗以上の場合、
特別調剤基本料⇒調剤基本料3(ロ)⇒調剤基本料2
⇒調剤基本料3(ハ)の順に該当性を判断します

・調剤基本料の中では基本料1に次ぐ点数ですが、
現行の基本料1算定薬局が3（ハ）に該当すると
処方箋1枚当たり10点マイナスとなります

・(2)＝調剤基本料2、(4)のロ＝調剤基本料3(ロ)、
二の二(1)＝特別調剤基本料
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現 行 改 定 案
【調剤基本料】
［算定要件］
注２ 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注１本

文の規定にかかわらず、特別調剤基本料として、処方箋の
受付１回につき９点を算定する。

＜調剤技術料＞
区分00 調剤基本料
６ 次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、

これらのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注
３」（100分の80）及び「注４」（100分の50）のうち該
当するものを乗じ、次に「注５」（地域支援体制加算）、「注
６」（後発医薬品調剤体制加算）及び「注７」（後発医薬
品減算）のうち該当するものの加算等を行い、最後に小数点
以下第一位を四捨五入した点数を算定する。

【調剤基本料】
［算定要件］
注２ 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注１本

文の規定にかかわらず、特別調剤基本料として、処方箋の
受付１回につき7点を算定する。

＜調剤技術料＞
区分00 調剤基本料
６ 次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、

これらのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注
３」（100分の80）及び「注４」（100分の50）のうち該
当するものを乗じ、次に「注５」（地域支援体制加算）、「注
６」（連携強化加算）、「注７」（後発医薬品調剤体制加
算）及び「注８」（後発医薬品減算）のうち該当するものの
加算等を行い、最後に小数点以下第一位を四捨五入した点
数を算定する。ただし、当該点数が3点未満になる場合は、
3点を算定する。

特別調剤基本料・調剤基本料減算調剤00注2

Ⅳ－８ 効率性等に応じた薬局の評価の推進

損益率の状況等を踏まえた見直し
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・特別調剤基本料の引き下げに伴い、50%減算等の対象となった場合の下限が設定されました

・特別調剤基本料に該当する薬局に対し、基本料だけでなくその他の項目（地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算、服薬情報等提供料）
でも減算規定等が追加されています
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現 行 改定案
【地域支援体制加算】
［算定要件］
注５ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと

して地方厚生局⾧等に届け出た保険薬局において調剤した
場合には、地域支援体制加算として、所定点数に38点を
加算する。

【地域支援体制加算】
［算定要件］
注５ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと

して地方厚生局⾧等に届け出た保険薬局において調剤した
場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数
（注２に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局に
おいて調剤した場合には、それぞれの点数の100分の80に
相当する点数）を所定点数に加算する。

イ 地域支援体制加算１ 39点
ロ 地域支援体制加算２ 47点
ハ 地域支援体制加算３ 17点
ニ 地域支援体制加算４ 39点

地域医療に貢献する薬局の評価

資料No.20220217-1184(1)-2-p12
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地域支援体制加算
Ⅲ－６ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進病棟薬剤師業務の評価

調剤00注5

・調剤基本料区分と実績により6段階評価（点数は5パターン）となります
・調剤基本料1算定薬局 ⇒ 地域支援体制加算1 39点

⇒ 地域支援体制加算2 47点
・調剤基本料2、3算定薬局 ⇒ 地域支援体制加算3 17点

⇒ 地域支援体制加算4 39点
・特別調剤基本料算定薬局 ⇒ 地域支援体制加算3（減算） 14点 （17点×0.8＝13.6 小数点以下第一位を四捨五入）

⇒ 地域支援体制加算4（減算） 31点 （30点×0.8＝31.2 小数点以下第一位を四捨五入）

・「注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局」
＝特別調剤基本料算定薬局 は20%減算の点数で算定します
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現 行 改定案
［施設基準］
四 地域支援体制加算の施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1) 次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 調剤基本料１を算定している保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。
ハ 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。

（新設）

（新設）

(2) 次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 調剤基本料１以外を算定している保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る必要な体制が整備されていること。
ハ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること。

［施設基準］
四 地域支援体制加算の施設基準
(1) 地域支援体制加算１の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 調剤基本料１を算定している保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。
ハ 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。

(2) 地域支援体制加算２の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ (1)のイ及びロに該当する保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること。

(3) 地域支援体制加算３の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 調剤基本料１以外を算定している保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る必要な体制が整備されていること。
ハ (1)のハに該当する保険薬局であること。

(4) 地域支援体制加算４の施設基準
(2)のロ並びに(3)のイ及びロに該当する保険薬局であること。
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地域支援体制加算
Ⅲ－６ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進病棟薬剤師業務の評価

地域医療に貢献する薬局の評価調剤00注5
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現 行 改定案
第92 地域支援体制加算
１ 地域支援体制加算に関する施設基準
(1) 以下のア又はイの区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満た

すこと。
ア 調剤基本料１を算定する保険薬局
(ｲ) 以下の①から③までの３つの要件を満たし、かつ、④及び⑤
のいずれかの要件を満たすこと。なお、②、④及び⑤については、
保険薬局当たりの直近１年間の実績とする。
① （略）
② 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、

在宅患者 訪問薬剤管理指導料（在宅患者オンライン服
薬指導料を除く。第92において同じ。）、在宅患者緊急訪
問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居
宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の
算定回数の合計が保険薬局当たりで12回以上であること。
（中略）

③ （略）
④ 服薬情報等提供料の算定回数が保険薬局当たりで12回

以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料
が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場
合を含めることができる。

⑤ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度
等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連
携する会議に保険薬局当たりで１回以上出席していること。

第92 地域支援体制加算
１ 地域支援体制加算１に関する施設基準
(1) 調剤基本料１を算定している保険薬局において、以下の①

から③までの３つの要件を満たし、かつ、④及び⑤のいずれか
の要件を満たすこと。なお、②、④及び⑤については、保険薬
局当たりの直近１年間の実績とする。

① （略）
② 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、

在宅患者訪問薬剤管理指導料（在宅患者オンライン薬剤
管理指導料を除く。第92において同じ。）、在宅患者緊急
訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、
居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導
費の算定回数の合計が保険薬局当たりで24回以上である
こと。（中略）

③ （略）
④ 服薬情報等提供料の算定回数が保険薬局当たりで12回

以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料
が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場
合を含めることができる。

⑤ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度
等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連
携する会議に保険薬局当たりで1回以上出席していること。
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地域支援体制加算１（施設基準）
Ⅲ－６ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進病棟薬剤師業務の評価

地域医療に貢献する薬局の評価調剤00注5

・地域連携薬局と同じ回数基準となりました
（現在届出ている薬局には、在宅実績の経過措置あり）

・④⑤短冊では「●●回」となっていましたが、変更はありませんでした
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現 行 改定案
(ﾛ) ④の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、

相当する業務」とは次のものをいう。
・ 薬剤服用歴管理指導料及び

かかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算２
・ 薬剤服用歴管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算
（略）

イ 調剤基本料１以外を算定する保険薬局
（略）

(2)～(24) （略）

(2) (1)の④の「服薬情報等提供料が併算定不可となっている
もので、相当する業務」とは次のものをいう。

・ 服薬管理指導料及び
かかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算２

・ 服薬管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算
（略）

（削除）

(3)～(25) （略）

資料No.20220217-1184(1)-2-p15
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

地域支援体制加算１（施設基準）
Ⅲ－６ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進病棟薬剤師業務の評価

地域医療に貢献する薬局の評価調剤00注5

・現時点では実績要件以外の変更は示されていませんが、
告示・通知発出後改めての確認が必要です
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改定案
２ 地域支援体制加算２に関する施設基準
(1) 調剤基本料１を算定している保険薬局において、地域医療への貢献に係る相当の実績として、

１の(1)及び(3)から(25)までの基準を満たした上で、以下の①から⑨までの９つの要件のうち3以上を満たすこと。
この場合において、⑨の「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域
の多職種と連携する会議」への出席は、当該保険薬局当たりの直近１年間の実績とし、
それ以外については当該保険薬局における直近１年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績とする。
なお、直近１年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす。

① 薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が400回以上であること。
② 薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が10回以上であること。
③ 調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が40回以上であること。
④ かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が40回以上であること。
⑤ 外来服薬支援料１の算定回数が12回以上であること。
⑥ 服用薬剤調整支援料１及び２の算定回数の合計が1回以上であること。
⑦ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指

導費及び介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が１人の場合の算定回数の合計が計24回以上であるこ
と（在宅協力薬局として連携した場合（同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。）や同等の業務を行った場合を
含む。）。（中略）

⑧ 服薬情報等提供料の算定回数が60回以上であること。
なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。

⑨ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が
地域の多職種と連携する会議に5回以上出席していること。

資料No.20220217-1184(1)-2-p16
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

地域支援体制加算２（施設基準）
Ⅲ－６ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進病棟薬剤師業務の評価

・現行の調剤基本料1以外の実績要件を踏襲しています
・実績は薬剤師1人当たりから処方箋受付回数当たりに変更されています

地域医療に貢献する薬局の評価調剤00注5
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改定案
(2) (1)の⑧の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」については、１の(2)に準じて取り扱う。
(3) かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する患者については、

(1)の⑧の服薬情報等提供料のほか、(1)の②の薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数 、(1)の③の重複投薬・
相互作用防止等加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料、(1)の⑤の外来服薬支援料１並びに(1)の⑥の服用
薬剤調整支援料に相当する業務を実施した場合には、当該業務の実施回数を算定回数に含めることができる。
この場合において、薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければな
らないこと。

(4) (1)の「当該保険薬局における直近１年間の処方箋受付回数」は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて
取り扱う。(1)の①から⑧までの基準を満たすか否かは、当該保険薬局における直近１年間の実績が、直近１年間の処方箋受付
回数を各基準に乗じて1万で除して得た回数以上であるか否かで判定する。

３ 地域支援体制加算３に関する施設基準
(1) 調剤基本料１以外を算定している保険薬局において、１の(3)から(25)までの基準を満たした上で、

地域医療への貢献に係る十分な実績として、２の(1)の①から⑨までの９つの要件のうち、④及び⑦を含む3項目以上を満たすこ
と。
なお、直近１年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす。

(2) 麻薬及び向精神薬取締法第３条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。

４ 地域支援体制加算４に関する施設基準
(1) 調剤基本料１以外を算定している保険薬局において、１の(3)から(25)までの基準を満たした上で、

地域医療への貢献に係る相当の実績として、２の(1)の①から⑨までの９つの要件のうち8項目以上を満たすこと。
なお、直近１年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす。

資料No.20220217-1184(1)-2-p17
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

地域支援体制加算２～４（施設基準）
Ⅲ－６ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進病棟薬剤師業務の評価

地域医療に貢献する薬局の評価調剤00注5

・加算3はかかりつけ実績と在宅実績、麻薬の免許が必須です
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現 行 改定案
２ 届出に関する事項
(1) （略）
(2) １の(1)のアに規定する調剤基本料１を算定する保険薬局

の要件については、令和３年３月31日までの間に限り、な
お従前の例による。

（新設）

５ 届出に関する事項
(1) （略）
(2) 令和４年３月31日時点で地域支援体制加算の施設基

準に係る届出を行っている保険薬局については、「在宅患
者に対する薬学的管理及び指導の実績」の要件を満たし
ていると届出を行っている保険薬局については、令和5年3
月31日までの間に限り、「在宅患者に対する薬学的管理
及び指導の実績」の基準を満たしているものとする。

(3) 令和４年３月31日時点で現に調剤基本料１を算定して
いる保険薬局であって、同日後に調剤基本料３のハを算
定することとなったものについては、令和5年3月31日まで
の間に限り、調剤基本料１を算定しているものとみなす。

資料No.20220217-1184(1)-2-p18
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

地域支援体制加算（経過措置）
Ⅲ－６ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進病棟薬剤師業務の評価

地域医療に貢献する薬局の評価調剤00注5

・(2)現在届出ている薬局に対して、在宅実績については1年間の経過措置が設けられています
・(3)現在調剤基本料1算定薬局でグループ店舗数の影響等により調剤基本料3のハとなる薬局には1年間の経過措置が設けられ、

基準を満たしていれば加算1又は2を算定することができます
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改定案
（新）連携強化加算（調剤基本料） 2点

［算定要件］
注５（地域支援体制加算）に該当する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局⾧等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、連携強化加算として、2点を更に所定点数に加算する。

［施設基準］
（１）他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること。
（２）（１）の連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されていること。

ア 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること。
イ 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発

生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること。
ウ 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知していること。

（３）災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、
地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと。

資料No.20220217-1184(1)-2-p19
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

連携強化加算（調剤基本料）
Ⅲ－６ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進病棟薬剤師業務の評価

地域医療に貢献する薬局の評価調剤00注6

・災害や新興感染症の発生時等の対応については手順書への記載が求められる可能性も考えられます
・文字通りの“連携”が重要な新設評価です
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現 行 改定案
イ 後発医薬品調剤体制加算１ 15点
ロ 後発医薬品調剤体制加算２ 22点
ハ 後発医薬品調剤体制加算３ 28点

注６ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和32年厚
生省令第16号）第７条の２に規定する後発医薬品（以
下「後発医薬品」という。）の調剤に関して別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
⾧等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該
基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算
する。

［施設基準］
(2) 後発医薬品調剤体制加算１の施設基準

当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬
品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発
医薬品の規格単位数量の割合が七割五分以上であること。

(3) 後発医薬品調剤体制加算２の施設基準
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬
品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発
医薬品の規格単位数量の割合が八割以上であること。

(4) 後発医薬品調剤体制加算３の施設基準
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬
品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発
医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。

イ 後発医薬品調剤体制加算１ 21点
ロ 後発医薬品調剤体制加算２ 28点
ハ 後発医薬品調剤体制加算３ 30点

注７ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和32年厚
生省令第16号）第７条の２に規定する後発医薬品（以
下「後発医薬品」という。）の調剤に関して別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
⾧等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該
基準に係る区分に従い、次に掲げる点数（注２に規定する
別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場
合には、それぞれの点数の100分の80に相当する点数）
を所定点数に加算する。

［施設基準］
(2) 後発医薬品調剤体制加算１の施設基準

当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬
品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発
医薬品の規格単位数量の割合が八割以上であること。

(3) 後発医薬品調剤体制加算２の施設基準
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬
品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発
医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。

(4) 後発医薬品調剤体制加算３の施設基準
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬
品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発
医薬品の規格単位数量の割合が九割以上であること。

薬局及び医療機関における後発医薬品の使用促進

資料No.20220217-1184(1)-2-p20
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

後発医薬品調剤体制加算（調剤基本料）
Ⅳ－１ 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進

調剤00注7

・75%以上80%未満は-15点、80%以上85%未満は-1点、
85%以上90%未満は±0点、90%以上は+2点 ・特別調剤基本料算定薬局への

減算規定が追加されました
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現 行 改定案
【調剤基本料】
［算定要件］
注７ 後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保

険薬局において調剤した場合には、所定点数から２点を減
算する。ただし、処方箋の受付回数が１月に600回以下の
保険薬局を除く。

［施設基準］
五の二 調剤基本料の注７に規定する厚生労働大臣が定める

保険薬局
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医

薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後
発医薬品の規格単位数量の割合が四割以下であること。た
だし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむ
を得ないものは除く。

【調剤基本料】
［算定要件］
注８ 後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保

険薬局において調剤した場合には、所定点数から5点を減
算する。ただし、処方箋の受付回数が１月に600回以下の
保険薬局を除く。

［施設基準］
五の二 調剤基本料の注７に規定する厚生労働大臣が定める

保険薬局
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医

薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後
発医薬品の規格単位数量の割合が五割以下であること。た
だし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむ
を得ないものは除く。
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後発医薬品減算（調剤基本料）
薬局及び医療機関における後発医薬品の使用促進

Ⅳ－１ 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進

調剤00注8

［経過措置］
ー 第十五の五の二の(1)に係る規定は、令和四年九月三十日までの間に限り、なお従前の例による。

・該当する基準が厳しくなり、減算点数も大きくなりました（-3点）

・前回改定時と同様に半年間の経過措置が設けられました
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現 行 改定案
【第６部 注射】
通則
（新設）

【第６部 注射】
通則
７ 前号に規定する場合であって、当該患者に対し、バイオ後続

品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合は、バイ
オ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の
使用日の属する月から起算して３月を限度として、月１回に
限り150点を更に所定点数に加算する。

※ 外来腫瘍化学療法診療料（新設）についても同様の加算
を設ける。

資料No.20220217-1184(1)-2-p22
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バイオ後続品導入初期加算
バイオ後続品の使用促進

Ⅳ－１ 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進

参考(医科)

・医療機関では外来患者に対するバイオ後続品導入の加算が設定されました
・薬局への影響がどれぐらいになるかは予想が難しいですが、バイオ後続品の処方が増える可能性も考えられます
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現 行 改定案
【調剤料】
１ 内服薬（浸煎薬及び湯薬を除く。（１剤につき））

イ ７日分以下の場合 28点
ロ ８日分以上14日分以下の場合 55点
ハ 15日分以上21日分以下の場合 64点
ニ 22日分以上30日分以下の場合 77点
ホ 31日分以上の場合 86点

２～６ （略）

【薬剤調製料】
１ 内服薬（浸煎薬及び湯薬を除く。（１剤につき） 24点

２～６ （略）

薬剤調製料 薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し

Ⅲ－６ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進病棟薬剤師業務の評価

調剤01
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・内服薬調剤における対物業務としては処方日数に関わらず1本化されました
（ただし、薬学管理料では処方日数に応じた評価が設けられています）
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現 行 改定案
【調剤料】
［算定要件］
注６ 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算

として、１調剤につき（イの(1)に掲げる場合にあっては、投
与日数が７又はその端数を増すごとに）、それぞれ次の点
数（予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分
の20に相当する点数）を各区分の所定点数に加算する。
ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限
りでない。

イ 内服薬及び屯服薬
(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又は

エキス剤の内服薬 20点
(2) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又は

エキス剤の屯服薬 90点
(3) 液剤 45点

ロ （略）
(11) 自家製剤加算

オ 割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は、
錠剤として算定する。ただし、分割した医薬品と同一規格を
有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定で
きない。

カ・キ （略）
（新設）

【薬剤調製料】
［算定要件］
注６ 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算

として、１調剤につき（イの(1)に掲げる場合にあっては、投
与日数が７又はその端数を増すごとに）、それぞれ次の点
数（予製剤による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞ
れ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数）を各区
分の所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定
める薬剤については、この限りでない。

イ 内服薬及び屯服薬
(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又は

エキス剤の内服薬 20点
(2) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又は

エキス剤の屯服薬 90点
(3) 液剤 45点

ロ （略）
(11) 自家製剤加算
（削除）

オ・カ （略）
キ 「錠剤を分割する」とは、医師の指示に基づき錠剤を分割する

ことをいう。ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬
品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。

自家製剤加算（薬剤調製料）薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し

Ⅲ－６ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進病棟薬剤師業務の評価

調剤01
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・錠剤を分割した場合の自家製剤加算は
予製剤と同じく80%減算の点数となります

（予製剤・錠剤分割時の点数）
・内服薬：20点×0.2=4点
・屯服薬：90点×0.2=18点

・点数の変更はありません

・詳細な要件は3月の通知で確認が必要ですが、
錠剤分割時の要件に大きな変更はないと予想されます



日医工MPS

Copyright Ⓒ 2022 Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Ltd.25

現 行 改定案
外来服薬支援料 185点
（新設）

［算定要件］
注１ 自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又

は保険医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬
剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療
上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を確認した
上で、患者の服薬管理を支援した場合に月１回に限り算定
する。

２ 患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、
患者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等
の服薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した
場合についても、所定点数を算定できる。

３ 区分番号１５に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算
定している患者については、算定しない。

１ 外来服薬支援料１ 185点
２ 外来服薬支援料２

イ 42日分以下の場合 投与日数が７
又はその端数を増すごとに34点を加算して得た点数

ロ 43日分以上の場合 240点
［算定要件］
注１ １については、自己による服薬管理が困難な患者若しくは

その家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者
が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当
該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必
要性の了解を得た上で、患者の服薬管理を支援した場合
に月１回に限り算定する。ただし、区分番号１５に掲げる
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者につい
ては、算定しない。

２ １については、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の
求めに応じて、患者又はその家族等が保険薬局に持参した服
用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を保険医療機関
に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。

３ ２については、多種類の薬剤を投与されている患者又は自ら
被包を開いて薬剤を服用することが困難な患者に対して、当
該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及
び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、２剤以
上の内服薬又は１剤で３種類以上の内服薬の服用時点ご
との一包化及び必要な服薬指導を行い、かつ、患者の服薬
管理を支援した場合に、当該内服薬の投与日数に応じて算
定する。
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外来服薬支援料 薬局における対人業務の評価の充実

Ⅲ－６ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進病棟薬剤師業務の評価

調剤14の2

・一包化が必要な患者に対する指導や管理業務が
外来服薬支援料2として評価されることになりました

・点数は現行の一包化加算と同じです

・現行の一包化加算に指導要件が加わり薬学管理料として
再編されましたが、対象患者要件などは変わらないと予想されます

（3月の告示・通知で確認が必要）

・短冊では「●●点」となっていましたが、変更はありませんでした
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分割調剤2回目以降の取扱い（薬学管理料）
薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し

Ⅲ－６ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進病棟薬剤師業務の評価

調剤00注8、9

現 行 改定案
【調剤基本料】
８ ⾧期投薬（14日分を超える投薬をいう。）に係る処方箋受

付において、薬剤の保存が困難であること等の理由により分割
して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局に
おける２回目以降の調剤については、１分割調剤につき５点
を算定する。なお、当該調剤においては第２節薬学管理料
は算定しない。

９ 後発医薬品に係る処方箋受付において、当該処方箋の発行
を受けた患者が初めて当該後発医薬品を服用することとなる
こと等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋
に基づく当該保険薬局における２回目の調剤に限り、５点を
算定する。なお、当該調剤においては、第２節薬学管理料
（区分番号１０に掲げる薬剤服用歴管理指導料を除
く。）は算定しない。

【調剤基本料】
８ ⾧期投薬（14日分を超える投薬をいう。）に係る処方箋受

付において、薬剤の保存が困難であること等の理由により分割
して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局に
おける２回目以降の調剤については、１分割調剤につき５点
を算定する。なお、当該調剤においては第２節薬学管理料
（区分番号１０の２に掲げる調剤管理料及び区分番号１
４の２に掲げる外来服薬支援料の２を除く。）は算定しない。

９ 後発医薬品に係る処方箋受付において、当該処方箋の発行
を受けた患者が初めて当該後発医薬品を服用することとなるこ
と等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基
づく当該保険薬局における２回目の調剤に限り、５点を算定
する。なお、当該調剤においては、第２節薬学管理料（区分
番号１０の２に掲げる調剤管理料、区分番号１０の３に
掲げる服薬管理指導料及び区分番号１４の２に掲げる外
来服薬支援料の２を除く。）は算定しない。

・調剤料と薬剤服用歴管理指導料の再編による変更で、従来の内容と大きな変更はありません
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現 行 改定案
(9) 調剤技術料の時間外加算等
ア 時間外加算は調剤基本料を含めた調剤技術料（基礎額）

の100分の100、
休日加算は100分の140、
深夜加算は100分の200であり、
これらの加算は重複して算定できない。

イ 時間外加算等を算定する場合の基礎額は、
調剤基本料（調剤基本料における「注１」から「注10」までを
適用して算出した点数）と調剤料のほか、
無菌製剤処理加算及び在宅患者調剤加算の合計額とする。
嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、麻薬・向精神薬・覚
醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算及び計量混合調剤加
算は基礎額に含まない。

(9) 調剤技術料の時間外加算等
ア 時間外加算は調剤基本料、薬剤調製料及び調剤管理料

（基礎額）の100分の100、
休日加算は100分の140、
深夜加算は100分の200であり、
これらの加算は重複して算定できない。

イ 時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料（調
剤基本料における「注１」から「注10」までを適用して算出した
点数）と薬剤調製料及び調剤管理料のほか、
無菌製剤処理加算及び在宅患者調剤加算の合計額とする。
嚥下困難者用製剤加算、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒
薬加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算、重複投薬・相
互作用等防止加算、調剤管理加算及び電子的保健医療情
報活用加算は基礎額に含まない。
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時間外加算等の取扱い（調剤技術料）
薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し

Ⅲ－６ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進病棟薬剤師業務の評価

調剤01注4

・調剤料と薬剤服用歴管理指導料の再編による変更で、従来の内容とほぼ同じです
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現 行 改定案
【薬剤服用歴管理指導料】
１ 原則３月以内に再度処方箋を持参した患者に

対して行った場合 43点
２ １の患者以外の患者に対して行った場合 57点
３ 特別養護老人ホ－ムに入所している患者に

訪問して行った場合 43点
４ 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 43点
［算定要件］
注１ １及び２については、患者に対して、次に掲げる指導等の

全てを行った場合に、処方箋受付１回につき所定点数を算
定する。ただし、１の患者であって手帳を持参していないものに
対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、２により算
定する。

イ （略）
ロ 処方された薬剤について、直接患者又はその家族等から服薬

状況等の情報を収集して薬剤服用歴に記録し、これに基づき
薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。

ハ （略）
ニ 患者ごとに作成された薬剤服用歴や、患者又はその家族等か

らの情報により、これまでに投薬された薬剤のうち服薬していな
いものの有無の確認を行うこと。

ホ （略）
（新設）

【服薬管理指導料】
１ 原則３月以内に再度処方箋を持参した患者に

対して行った場合 45点
２ １の患者以外の患者に対して行った場合 59点
３ 特別養護老人ホ－ムに入所している患者に

訪問して行った場合 45点
４ 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 45点
［算定要件］
注１ １及び２については、患者に対して、次に掲げる指導等の

全てを行った場合に、処方箋受付１回につき所定点数を算
定する。ただし、１の患者であって手帳を提示しないものに対
して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、２により算定
する。

イ （略）
ロ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方さ

れた薬剤について、薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこ
と。

ハ （略）
ニ これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確

認に基づき、必要な指導を行うこと。

ホ （略）
ヘ 処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合

は、患者の薬剤の使用の状況等を継続的かつ的確に把握す
るとともに、必要な指導等を実施すること。

資料No.20220217-1184(1)-2-p28
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

服薬管理指導料
Ⅲ－６ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進病棟薬剤師業務の評価

調剤10の3 薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し

・薬歴の記録等の要件を削除し、服薬管理指導業務を
評価した点数に再編されました

・フォローアップについても明記されています

・「持参」から「提示」に表現が変わりました
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現 行 改定案
２ ３については、保険薬剤師が老人福祉法第20条の５に規定

する特別養護老人ホ－ムを訪問し、服薬状況等を把握した上
で、必要に応じて当該施設職員と協力し、次に掲げる指導等
の全てを行った場合に、処方箋受付１回につき所定点数を算
定する。

イ （略）
ロ 処方された薬剤について、患者等から服薬状況等の情報を収

集して薬剤服用歴に記録し、これに基づき薬剤の服用等に関
して必要な指導を行うこと。

ハ （略）
ニ 患者ごとに作成された薬剤服用歴や、患者等からの情報により、

これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確
認を行うこと。

ホ （略）
（新設）

３・４ （略）
５ 薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的

で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合
は、重複投薬・相互作用等防止加算として、次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算する。

２ ３については、保険薬剤師が老人福祉法第20条の５に規定
する特別養護老人ホ－ムを訪問し、服薬状況等を把握した上
で、必要に応じて当該施設職員と協力し、次に掲げる指導等
の全てを行った場合に、処方箋受付１回につき所定点数を算
定する。

イ （略）
ロ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方さ

れた薬剤について、薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこ
と。

ハ （略）
ニ これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確

認に基づき、必要な指導を行うこと。

ホ （略）
ヘ 処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合

は、患者の薬剤の使用の状況等を継続的かつ的確に把握す
るとともに、必要な指導等を実施すること。

３・４ （略）
（削除）

資料No.20220217-1184(1)-2-p29
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

服薬管理指導料
Ⅲ－６ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進病棟薬剤師業務の評価

調剤10 薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し

・特別養護老人ホームに入所している患者に
対してもフォローアップの規定が明記されています

・重複投薬・相互作用等防止加算は調剤管理料の加算に
移行したため削除されました
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服薬管理指導料の特例

改 定 案
(新) 服薬管理指導料の特例（かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合） 59点

［算定要件］
当該保険薬局における直近の調剤において、区分番号１３の２に掲げるかかりつけ薬剤師指導料又は区分番号１３の３に掲げる
かかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者に対して、
やむを得ない事情により、当該患者の同意を得て、当該指導料又は管理料の算定に係る保険薬剤師と、
当該保険薬剤師の所属する保険薬局の他の保険薬剤師であって別に厚生労働大臣が定めるものが連携して、
注１に掲げる指導等の全てを行った場合には、注１の規定にかかわらず、服薬管理指導料の特例として、
処方箋受付１回につき、59点を算定する。

［施設基準］
別に厚生労働大臣が定めるものは、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る患者の同意を得た保険薬剤
師と連携した当該指導等を行うにつき十分な経験等を有する者であること。

地域における薬局のかかりつけ機能評価

資料No.20220217-1184(1)-2-p30
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

Ⅰ－５ かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価

調剤10注14

あらかじめ患者が選定した薬剤師がかかりつけ薬剤師と連携して実施する服薬指導等の評価

Ⅲ－６ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進病棟薬剤師業務の評価

・かかりつけ薬剤師以外が対応する場合の評価は「かかりつけ薬剤師指導料」ではなく「服薬管理指導料」の特例として算定できることになりました
・かかりつけ薬剤師指導料（76点）より低いですが、通常の服薬管理指導料（3月以内再来局：45点）より高い点数となっています
・施設基準の「十分な経験等」の詳細は現時点では不明で、3月初旬の施設基準告示・通知で明示される見込みです
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現 行 改定案
【薬剤服用歴管理指導料】
［算定要件］
（新設）

【服薬管理指導料】
［算定要件］
注８ 児童福祉法第56条の６第２項に規定する障害児である

患者に係る調剤に際して必要な情報等を直接当該患者又
はその家族等に確認した上で、当該患者又はその家族等
に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導
の内容等を手帳に記載した場合には、小児特定加算として、
350点を所定点数に加算する。この場合において、注７に
規定する加算は算定できない。

※ かかりつけ薬剤師指導料についても同様。

医療的ケア児に対する薬学的管理の評価の新設

資料No.20220217-1184(1)-2-p31
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

小児特定加算
（服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料）

Ⅲ－４－６ 小児医療、周産期医療、救急医療の充実

調剤10注8

・医療的ケア児への支援の充実を図る観点から新設された加算です
・乳幼児服薬指導加算（注7に規定する加算）との併算定はできません
・医療機関には退院時に薬局への情報提供を評価した点数が新設されています

・児童福祉法第56条の６第２項に規定する障害児とは、
「人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児」とされています

調剤13の2注6
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Ⅲ－４－６ 小児医療、周産期医療、救急医療の充実

現 行 改定案
【小児入院医療管理料】
［算定要件］
（新設）

【小児入院医療管理料】
［算定要件］
注６ 当該病棟に入院している児童福祉法第６条の２第３項

に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である患
者又は同法第56条の６第２項に規定する障害児である
患者について、当該保険医療機関の医師又は当該医師の
指示に基づき薬剤師が、退院に際して当該患者又はその
家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な
指導を行った上で、保険薬局に対して、当該患者又はその
家族等の同意を得て、当該患者に係る調剤に際して必要
な情報等を文書により提供した場合は、退院時薬剤情報
管理指導連携加算として、退院の日に１回に限り、150
点を所定点数に加算する。

医療的ケア児等に対する専門的な薬学管理の評価の新設

資料No.20220217-1184(1)-2-p32
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

小児入院医療管理料参考(医科)

・医療機関側は、医療的ケア児の退院時に患者家族と薬局への
情報提供に対する評価が新設されています
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現 行 改定案
【調剤後薬剤管理指導加算（薬剤服用歴管理指導料）】

［算定要件］
注10 区分番号００に掲げる調剤基本料の注５に規定する施

設基準に適合しているものとして地方厚生局⾧等に届け出
た保険薬局において、
糖尿病患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対
して、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに
応じて、当該患者の同意を得て、
調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等によりその服用
状況、副作用の有無等について当該患者に確認し、必要
な薬学的管理及び指導（当該調剤と同日に行う場合を
除く。）を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文
書により提供した場合には、
調剤後薬剤管理指導加算として、月１回に限り30点を所
定点数に加算する。この場合において、区分番号１５の５
に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。

【調剤後薬剤管理指導加算（服薬管理指導料）】

［算定要件］
注10 区分番号００に掲げる調剤基本料の注５に規定する施

設基準に適合しているものとして地方厚生局⾧等に届け出
た保険薬局において、
糖尿病患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対
して、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに
応じて、当該患者の同意を得て、
調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等によりその服用
状況、副作用の有無等について当該患者に確認し、必要
な薬学的管理及び指導（当該調剤と同日に行う場合を
除く。）を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文
書により提供した場合には、
調剤後薬剤管理指導加算として、月１回に限り60点を
所定点数に加算する。この場合において、区分番号１５の
５に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。

資料No.20220217-1184(1)-2-p33
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

調剤後薬剤管理指導加算（服薬管理指導料）
Ⅲ－６ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進病棟薬剤師業務の評価

調剤10注10

薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し

・評価が倍増しました
・地域支援体制加算の届出要件がなくなると予想されましたが継続されています
・ただ、地域支援体制加算の現行要件が緩和された区分も新設されたため、算定可能となる薬局は増えると予想されます
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現 行 改定案
【薬剤服用歴管理指導料】
４ 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 43点
（新設）

（新設）

［算定要件］
注３ ４については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適

合しているものとして地方厚生局⾧等に届け出た保険薬局
において、別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点
数表」という。）の区分番号Ａ００３に掲げるオンライン診
療料に規定する情報通信機器を用いた診療の実施に伴い、
処方箋が交付された患者であって、別に厚生労働大臣が定
めるものに対して、当該処方箋受付において、情報通信機
器を用いた服薬指導を行った場合に、月１回に限り所定点
数を算定する。この場合において、注４から注10までに規定
する加算は算定できない。

【服薬管理指導料】
４ 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合

イ 原則３月以内に再度処方箋を提出した患者に対して
行った場合 45点

ロ イの患者以外の患者に対して行った場合 59点

［算定要件］
注３ ４については、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場

合に、処方箋受付１回につき所定点数を算定する。
ただし、４のイの患者であって手帳を提示しないものに対し
て、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合は、４
のロにより算定する。

情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し

資料No.20220217-1184(1)-2-p34
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

服薬管理指導料4（オンライン服薬指導）
Ⅲ－２ 医療における ICT の利活用・デジタル化への対応

調剤10「4」

・現行では認められなかった各加算の算定が可能となりました

・全ての処方箋に対し初回からオンライン服薬指導による算定が可能となり、
「3月以内の再来局(手帳の提示)」と「それ以外」の2段階評価となりました

・月1回の算定制限がなくなりました
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現 行 改定案
［施設基準］
九の二 薬剤服用歴管理指導料の注３に規定する保険薬局の

施設基準
(1) 情報通信機器を用いた服薬指導を行うにつき十分な体制

が整備されていること。
(2) 当該保険薬局において、一月当たりの次に掲げるものの

算定回数の合計に占める情報通信機器を用いた
服薬指導の算定回数の割合が一割以下であること。

① 区分番号１０に掲げる薬剤服用歴管理指導料
② 区分番号１５に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料

九の三 薬剤服用歴管理指導料の注３に規定する厚生労働大
臣が定めるもの

原則三月以内に区分番号１０に掲げる薬剤服用歴管理指
導料１又は２を算定したもの

［施設基準］
（削除）

（削除）

資料No.20220217-1184(1)-2-p35
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

服薬管理指導料4（オンライン服薬指導）調剤10「4」

Ⅲ－２ 医療における ICT の利活用・デジタル化への対応

情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し

・施設基準が廃止され届出なく算定できるようになりました
・研修要件や処方箋原本の取扱い等については薬機法ルールの改正に基づくと考えられ、3月の通知で示されると見込まれますが現時点では不明です



日医工MPS

Copyright Ⓒ 2022 Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Ltd.36

調剤管理料
改定案

（新）調剤管理料
１ 内服薬（ 内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。）を調剤した場合 （１剤につき）

イ ７日分以下の場合 4点
ロ ８日分以上14日分以下の場合 28点
ハ 15日分以上28日分以下の場合 50点
ニ 29日分以上の場合 60点

２ １以外の場合 4点

［算定要件］
（１）処方された薬剤について、患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集し、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った

場合に、調剤の内容に応じ、処方箋受付１回につき所定点数を算定する。
（２）１については、服用時点が同一である内服薬は、投与日数にかかわらず、１剤として算定する。

なお、４剤分以上の部分については算定しない。
（３）次に掲げる調剤録又は 薬剤服用歴の記録等の全てを行った場合に、処方箋受付１回につき所定点数を算定する。

イ 患者の基礎情報、他に服用中の医薬品の有無及びその服薬状況等について、お薬手帳、マイナポータルの薬剤情報等、
薬剤服用歴又は患者若しくはその家族等から収集し、調剤録又は薬剤服用歴に記録すること。

ロ 服薬状況等の情報を踏まえ、処方された薬剤について、必要な薬学的分析を行うこと。
ハ 処方内容に疑義があるときは、処方医に対して照会を行うこと。
ニ 調剤録及び薬剤服用歴を作成し、適切に保管すること。

資料No.20220217-1184(1)-2-p36
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し

Ⅲ－６ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進病棟薬剤師業務の評価

・調剤料として評価されていた「処方内容の薬学的分析、調剤設計等」と
薬剤服用歴管理指導料として評価されていた「薬歴の管理等」に係る業務の評価として新設されました

調剤10の2

・現行の内服薬調剤料は5段階評価（※）ですが、
調剤管理料は4段階です
（※）「7日分以下」

「8日～14日以下」
「15日～21日以下」
「22日～30日以下」
「31日～」
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改定案
（新）調剤管理加算（調剤管理料）

イ 初めて処方箋を持参した場合 3点
ロ ２回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合 3点

［算定要件］
別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、複数の保険医療機関から６種類以上の内服薬（特に規定するものを除く。）が処
方されている患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学
的管理を行った場合は、調剤管理加算として、上記の点数をそれぞれ調剤管理料の所定点数に加算する。

［施設基準］
重複投薬等の解消に係る取組の実績を有している保険薬局であること。

本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し

Ⅲ－６ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進病棟薬剤師業務の評価

調剤10の2注4 調剤管理加算（調剤管理料）

資料No.20220217-1184(1)-2-p37

・服用種類数が多い場合、情報提供や服薬指導、薬歴作成等の所要時間が⾧くなることを考慮して新設されました
・ただし、「Do処方であれば所要時間は比較的短くて済む」という指摘も踏まえて「初回」もしくは「2回目以降で、処方変更があった場合」と条件がつきました
・複数の処方箋を同時に受け付けなければならないのか、別日の受付でも良いか、当該薬局での調剤種類数が6種類でなくても良いかは、
現時点では不明です

・施設基準として設定された「重複投薬の取組実績」は、重複投薬・相互作用等防止加算や服用薬剤調整支援料の算定回数が予想されますが、
詳細は3月の通知で確認が必要です
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改定案
（新）調剤管理料 注5 電子的保健医療情報活用加算 3点

［対象患者］
オンライン資格確認システムを活用する保険薬局において調剤が行われた患者

［算定要件］
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において、
健康保険法第３条第13項に規定する電子資格確認により、患者に係る薬剤情報等を取得した上で調剤を行った場合は、
電子的保健医療情報活用加算として、月１回に限り所定点数に加算する。

（※）健康保険法第３条第13項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合等にあっては、
令和６年３月31日までの間に限り、３月に１回に限り1点を所定点数に加算する。

［施設基準］
（１）療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令（昭和51年厚生省令第36号）第１条に規定する電子

情報処理組織の使用による請求を行っていること。
（２）健康保険法第３条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
（３）電子資格確認に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。

オンライン資格確認システムを通じた患者情報等の活用に係る評価の新設

電子的保健医療情報活用加算（調剤管理料）調剤10の2注5

Ⅲ－２ 医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応

資料No.20220217-1184(1)-2-p38
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

・オンライン資格確認システムの活用を評価した点数として新設されました

・マイナンバーカードによる資格確認でなければ薬剤情報を取得できませんが、実際に運用が開始できている薬局が多くないこと等への救済措置と考えられます
・3年の間に、システムの運用開始、患者へメリットを説明するなどマイナンバーカードの保険証利用について積極的に進めていくことが重要と考えます
（例：高額療養費該当患者、複数医療機関受診患者等）
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重複投薬・相互作用等防止加算（調剤管理料）

改定案
（新）重複投薬・相互作用等防止加算（調剤管理料）

イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
ロ 残薬調整に係るものの場合 30点

［算定要件］
（１）薬剤服用歴等に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合

は、重複投薬・相互作用等防止加算として、上記の点数をそれぞれ調剤管理料の所定点数に加算する。ただし、別に厚生労
働大臣が定める保険薬局においては、当該加算は算定できない。

（２）区分番号１５に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号１５の２に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
又は区分番号１５の３に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者については、算定しない。

［施設基準］
別に厚生労働大臣が定める保険薬局は、適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局とする。

資料No.20220217-1184(1)-2-p39
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し

Ⅲ－６ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進病棟薬剤師業務の評価

調剤10の2注3

・現行の薬剤服用歴管理指導料の特例に該当する手帳の活用実績が少ない薬局は各加算が算定できないとされており、その考え方が継続されます

・薬剤服用歴管理指導料の加算が、
調剤管理料の加算として再編されましたが点数に変更はありません
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現 行 改定案
【重複投薬・相互作用等防止加算（かかりつけ薬剤師指導
料）】
注３ 薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目

的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた
場合は、重複投薬・相互作用等防止加算として、次に掲げ
る点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
ロ 残薬調整に係るものの場合 30点

【重複投薬・相互作用等防止加算（かかりつけ薬剤師指導
料）】
（削除）

資料No.20220217-1184(1)-2-p40
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

重複投薬・相互作用等防止加算（かかりつけ薬剤師指導料）
Ⅲ－６ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進病棟薬剤師業務の評価

薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し

・調剤管理料の加算となったため廃止されました
・今後は調剤管理料の加算として算定します

調剤13の2注3
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現 行 改定案
【服用薬剤調整支援料】
１ （略）
２ 服用薬剤調整支援料２ 100点

［施設基準］
（新設）

【服用薬剤調整支援料】
１ （略）
２ 服用薬剤調整支援料２

イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険薬局において行った場合 110点

ロ イ以外の場合 90点

［施設基準］
十一の二 服用薬剤調整支援料２のイに規定する施設基準

重複投薬等の解消に係る実績を有していること。

資料No.20220217-1184(1)-2-p41 
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

服用薬剤調整支援料 薬局における対人業務の評価の充実

Ⅲ－６ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進病棟薬剤師業務の評価

調剤14の3

・服用薬剤調整支援料2は実績の有無により2段階評価となりました
・施設基準として設定された「重複投薬の取組実績」は、重複投薬・相互作用等防止加算や服用薬剤調整支援料の算定回数が予想されますが、
詳細は3月の通知で確認が必要です

・算定要件に大きな変更はないと予想されますが、具体的な内容は3月初旬の通知で確認が必要です
・疑義解釈で示されていた１の算定要件（2を算定後、薬剤が減少した場合には1を算定できない）について変更が行われるかは、
現時点では明記されておらず、3月初旬の通知又は3月末の疑義解釈で確認が必要です
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現 行 改定案
【服薬情報等提供料】
１・２ （略）
（新設）

［算定要件］
（新設）

３ （略）
（新設）

［施設基準］
（新設）

【服薬情報等提供料】
１・２ （略）
３ 服薬情報等提供料３ 50点

［算定要件］
注３ ３については、入院前の患者に係る保険医療機関の求め

があった場合において、当該患者の同意を得た上で、当該
患者の服用薬の情報等について一元的に把握し、必要に
応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行
うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供
等した場合に３月に１回に限り算定する。これらの内容等
については薬剤服用歴に記録すること。

４ （略）
５ 区分番号００に掲げる調剤基本料の注２に規定する別に

厚生労働大臣が定める保険薬局において、別に厚生労働
大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、
算定できない。

［施設基準］
十二の二 服薬情報等提供料の注５に規定する厚生労働大臣

が定める保険医療機関
当該保険薬局が二の二の(1)に該当する場合に係る保険
医療機関であること。

薬局における対人業務の評価の充実

資料No.20220217-1184(1)-2-p42
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

服薬情報等提供料
Ⅲ－６ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進病棟薬剤師業務の評価

調剤15の5

・入院予定患者の持参薬整理と
情報提供の評価が新設されました

・特別調剤基本料算定薬局は、不動産取引等を行っている
医療機関への情報提供での算定ができなくなりました
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現 行 改 定 案
【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
［算定要件］
注１ １及び２について、訪問薬剤管理指導を実施している保

険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者
であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患
者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、
当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、
緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行っ
た場合に、１と２を合わせて月４回に限り算定する。

【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
［算定要件］
注１ １及び２について、訪問薬剤管理指導を実施している保

険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者
であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患
者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保
険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医の求
めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導と
は別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指
導を行った場合に、１と２を合わせて月４回に限り算定す
る。
ただし、情報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び
指導を行った場合には、在宅患者緊急オンライン薬剤管
理指導料として、59点を算定する。

※ 在宅患者緊急時等共同指導料についても同様。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
在宅患者緊急時等共同指導料

調剤15の2

資料No.20220217-1184(1)-2-p43
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

Ⅰ－６ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保

・在宅主治医以外の指示でも緊急訪問や緊急共同指導にかかる報酬が算定可能となりました
・初回は在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料などを算定し、以降は計画に含めた上で在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定することになると考えられます
・また、オンラインによる実施も可能となりました

主治医と連携する他の医師の指示による訪問薬剤管理指導を実施した場合の評価の追加

調剤15の3
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現 行 改 定 案
「在宅患者訪問薬剤管理指導料】
［算定要件］
（新設）

［施設基準］
（新設）

【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
［算定要件］
注４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの

として地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅
で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、そ
の投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又
はその家族等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を
行った場合は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
として、１回につき250点を所定点数に加算する。この場
合において、注３に規定する加算は算定できない。

［施設基準］
十一の四 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注４に規定する施

設基準
(1) 麻薬及び向精神薬取締法第三条の規定による麻薬小

売業者の免許を受けていること。
(2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律第三十九条第一項の規定による高
度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。

※ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、
在宅患者緊急時等共同指導料についても同様

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
（在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料）

資料No.20220217-1184(1)-2-p44
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

Ⅰ－６ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保

在宅で医療用麻薬持続注射療法が行われている
患者に対する新たな評価

・麻薬管理指導加算との併算定はできません

調剤15注4

調剤15の2注3

調剤15の3注3

・地域支援薬局であれば既に施設基準を満たしています
・高度管理医療機器の販売許可については、
処方箋に基づいて支給する場合に限り要件を満たせば届出不要と
されていますが、本加算の算定に当たっては許可取得が必要です

患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進
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現 行 改 定 案
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
［算定要件］
（新設）

［施設基準］
（新設）

【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
［算定要件］
注７ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの

として地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅
中心静脈栄養法を行っている患者に対して、その投与及び
保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行った場合は、在宅中心静脈栄養
法加算として、１回につき150点を所定点数に加算する。

［施設基準］
十一の五 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注７に規定する施

設基準
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律第三十九条第一項の規定による高度管理医
療機器の販売業の許可を受けている又は
同法第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器の
販売業の届出を行っていること。

※ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、
在宅患者緊急時等共同指導料についても同様

在宅中心静脈栄養法加算
（ （在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料）

調剤15注7

資料No.20220217-1184(1)-2-p45
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対する新たな評価

Ⅰ－６ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保

調剤15の2注6

調剤15の3注6 患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進

・地域支援薬局であれば既に満たしています
・高度管理医療機器の販売許可については、
処方箋に基づいて支給する場合に限り要件を満たせば届出不要と
されていますが、本加算の算定に当たっては許可取得が必要です

・管理医療機器の販売許可については、
保険薬局であればみなしで届出不要とされていますが、
本加算の算定に当たっては届出が必要です
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改定案
【小児特定加算（在宅患者訪問薬剤管理指導料）】
注６ 児童福祉法第56条の６第２項に規定する障害児である患者又はその家族等に対して、必要な薬学的管理及び指導を

行った場合は、小児特定加算として、１回につき450点
（注２に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付１回につき350点）を
所定点数に加算する。この場合において、注５に規定する加算は算定できない。

※ 麻薬管理指導加算、乳幼児加算及び小児特定加算に係る見直しについては、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料についても
同様。

資料No.20220217-1184(1)-2-p46 
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

小児特定加算
（ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料）

調剤15注3、4

Ⅲ－２ 医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応
Ⅲ－４－６ 小児医療、周産期医療、救急医療の充実

・児童福祉法第56条の６第２項に規定する障害児とは、
「人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児」とされています

・乳幼児加算との併算定はできません
・医療機関には退院時に薬局への情報提供を評価した点数が新設されています

調剤15の2注5
医療的ケア児に対する薬学的管理の評価の新設

調剤15の3注5
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Ⅲ－４－６ 小児医療、周産期医療、救急医療の充実

現 行 改定案
【小児入院医療管理料】
［算定要件］
（新設）

【小児入院医療管理料】
［算定要件］
注６ 当該病棟に入院している児童福祉法第６条の２第３項

に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である患
者又は同法第56条の６第２項に規定する障害児である
患者について、当該保険医療機関の医師又は当該医師の
指示に基づき薬剤師が、退院に際して当該患者又はその
家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な
指導を行った上で、保険薬局に対して、当該患者又はその
家族等の同意を得て、当該患者に係る調剤に際して必要
な情報等を文書により提供した場合は、退院時薬剤情報
管理指導連携加算として、退院の日に１回に限り、150
点を所定点数に加算する。

医療的ケア児等に対する専門的な薬学管理の評価の新設

資料No.20220217-1184(1)-2-p47
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

退院時薬剤情報管理指導連携加算（小児入院医療管理料）参考(医科)

・医療機関側は、医療的ケア児の退院時に患者家族と薬局への
情報提供に対する評価が新設されています
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現 行 改定案
【在宅患者オンライン服薬指導料】
［算定要件］
注２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと

して地方厚生局⾧等に届け出た保険薬局において、医科点
数表の区分番号Ｃ００２に掲げる在宅時医学総合管理
料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された
患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、情
報通信機器を用いた服薬指導（訪問薬剤管理指導と同
日に行う場合を除く。）を行った場合に、注１の規定にかか
わらず、在宅患者オンライン服薬指導料として、月１回に限
り57点を算定する。この場合において、注３及び注４に規
定する加算並びに区分番号１５の６に掲げる在宅患者重
複投薬・相互作用等防止管理料は算定できない。また、保
険薬剤師１人につき、１から３までと合わせて週40回に限
り、週10回を限度として算定できる。

［施設基準］
十一の二 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注２に規定する施

設基準
区分番号１０に掲げる薬剤服用歴管理指導料の４に係る
届出を行っている保険薬局であること。

十一の三 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注２に規定する厚
生労働大臣が定めるもの

区分番号１５の在宅患者訪問薬剤管理指導料を月一回
算定しているもの

【在宅患者オンライン薬剤管理指導料】
［算定要件］
注２ 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なもの

に対して、情報通信機器を用いた薬学的管理及び指導
（訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。）を行った
場合に、注１の規定にかかわらず、在宅患者オンライン薬剤
管理指導料として、患者１人につき、１から３までと合わせ
て月４回（末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法
の対象患者にあっては、週２回かつ月８回）に限り59点
を算定する。また、保険薬剤師１人につき、１から３までと
合わせて週40回に限り算定できる。

［施設基準］
（削除）

（削除）

情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し

資料No.20220217-1184(1)-2-p48
本資料は、2022年2月9日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

在宅患者オンライン薬剤管理指導料調剤15注2

Ⅲ－２ 医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応

・施設基準が廃止され届出なく算定できるようになりました

・週10回の制限が撤廃されました

・全ての在宅患者に対する処方箋が対象となりました

・現行では認められなかった各加算や重複投薬等解消の管理料の
算定が可能となりました

・研修要件の取扱い等については薬機法ルールの
改正に基づくと考えられ、現時点では不明です

・月3回＋オンライン1回なども可能となりました
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現 行 改定案
【麻薬管理指導加算（在宅患者訪問薬剤管理指導料）】
注３ 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関

し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患
者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、
１回につき100点を所定点数に加算する。

【乳幼児加算（在宅患者訪問薬剤管理指導料）】
注４ 在宅で療養を行っている６歳未満の乳幼児であって、通院

が困難なものに対して、患家を訪問して、直接患者又はその
家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は、乳
幼児加算として、１回につき100点を所定点数に加算する。

【麻薬管理指導加算（在宅患者訪問薬剤管理指導料）】
注３ 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関

し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患
者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、
１回につき100点（注２に規定する在宅患者オンライン薬
剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付１回につき
22点）を所定点数に加算する。

【乳幼児加算（在宅患者訪問薬剤管理指導料）】
注４ 在宅で療養を行っている６歳未満の乳幼児であって、通院

が困難なものに対して、患家を訪問して、直接患者又はその
家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は、乳
幼児加算として、１回につき100点（注２に規定する在宅
患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方
箋受付１回につき12点）を所定点数に加算する。

※ 麻薬管理指導加算、乳幼児加算及び小児特定加算に係る
見直しについては、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料につ
いても同様。

資料No.20220217-1184(1)-2-p49
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麻薬管理指導加算、乳幼児加算
（在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料）

調剤15注3、4

Ⅲ－２ 医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応 情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し

・オンラインの場合の点数が新設されました

調剤15の2注2、4
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現 行 改 定 案
【退院時共同指導料】
［算定要件］
注 保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後

の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定
する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の同意を得て、退
院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、
入院中の保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看
護師若しくは准看護師と共同して行った上で、文書により情報
提供した場合に、当該入院中１回に限り算定する。ただし、別
に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該入院
中２回に限り算定できる。

(1)退院時共同指導料は、保険医療機関に入院中の患者につ
いて、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険
薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、
原則として当該患者が入院している保険医療機関（以下
「入院保険医療機関」という。）に赴いて、患者の同意を得て、
退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指
導を、入院保険医療機関の保険医又は看護師等と共同して
行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中１
回（別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については２
回）に限り算定できる。なお、ここでいう入院とは、第１章第
２部通則５に定める入院期間が通算される入院のことをいう。

【退院時共同指導料】
［算定要件］
注 保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後

の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定
する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の同意を得て、退
院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、
入院中の保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看
護師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上
で、文書により情報提供した場合に、当該入院中１回に限り
算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者
については、当該入院中２回に限り算定できる。

(1)退院時共同指導料は、保険医療機関に入院中の患者につ
いて、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険
薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、
当該患者が入院している保険医療機関（以下「入院保険
医療機関」という。）に赴いて、患者の同意を得て、退院後の
在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院
保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養
師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福
祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、
当該入院中１回（別に厚生労働大臣が定める疾病等の患
者については２回）に限り算定できる。なお、ここでいう入院と
は、第１章第２部通則５に定める入院期間が通算される入
院のことをいう。

退院時共同指導料調剤15の4
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Ⅰ－６ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
Ⅰ－７ かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価

・医療機関薬剤師との共同指導で
算定できるようになりました
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現 行 改 定 案
(2) 退院時共同指導料の共同指導は対面で行うことが原則であ

るが、保険薬局又は入院保険医療機関のいずれかが「基本
診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱い
について」（令和２年３月５日保医発0305第２号）の別
添３の別紙２に掲げる医療を提供しているが医療資源の少
ない地域に属する場合は、保険薬局の薬剤師が、ビデオ通話
が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能であ
る。

(3) 退院時共同指導料の共同指導は対面で行うことが原則であ
るが、当該患者に対する診療等を行う医療関係職種等の３
者（当該保険薬局の薬剤師を含む。）以上が参加しており、
そのうち２者以上が入院保険医療機関に赴き共同指導を
行っている場合に、保険薬局の薬剤師が、ビデオ通話が可能
な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能である。

(4) (２）及び (３）において、患者の個人情報を当該ビデオ通
話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、
保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共
通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場
合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する
ガイドライン」に対応していること。

(5)～(7) （略）

(2) 退院時共同指導料の共同指導は、保険薬局の薬剤師が、
ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算
定可能である。

（削除）

(3) (2)において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上
で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療
機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネット
ワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚
生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ
ン」に対応していること。

(4)～(6) （略）

※ 情報通信機器の利用に係る要件の見直しについては、
在宅患者緊急時等共同指導料についても同様。

退院時共同指導料
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・ビデオ通話が認められる条件が撤廃され、
条件なくビデオ通話による算定が可能となりました
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現 行 改定案
【在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料】
注２ 区分番号１０に掲げる薬剤服用歴管理指導料、区分番

号１３の２に掲げるかかりつけ薬剤師指導料又は区分番
号１３の３に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料を算定し
ている患者については、算定しない。

【在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料】
注２ 区分番号１０の２に掲げる調剤管理料の注３に規定す

る重複投薬・相互作用等防止加算、区分番号１０の３に
掲げる服薬管理指導料、区分番号１３の２に掲げるかかり
つけ薬剤師指導料又は区分番号１３の３に掲げるかかりつ
け薬剤師包括管理料を算定している患者については、算定
しない。
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在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
（併算定不可項目の変更）

Ⅲ－６ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進病棟薬剤師業務の評価

薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し

調剤15の6

・重複投薬・相互作用等防止加算の建付けが変更されたことによる変更で、
併算定ができない項目の考え方は従来と変わりません
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処方箋様式の見直し （リフィル処方箋）
改 定 案

［対象患者］
（１）医師の処方により、薬剤師による服薬管理の下、一定期

間内に処方箋の反復利用が可能である患者
［留意事項］
（１）保険医療機関の保険医がリフィルによる処方が可能と判

断した場合には、処方箋の「リフィル可」欄にレ点を記入す
る。

（２）リフィル処方箋の総使用回数の上限は３回までとする。ま
た、１回当たり投薬期間及び総投薬期間については、医
師が、患者の病状等を踏まえ、個別に医学的に適切と判
断した期間とする。

（３）保険医療機関及び保険医療養担当規則において、投薬
量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、
リフィル処方箋による投薬を行うことはできない。

資料No.20220217-1184(1)-2-p53
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Ⅰ－７ かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価
Ⅳ－７ 医師・病棟薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進

リフィル可 □ （ 回）

調剤実施回数（調剤回数に応じて、□に「レ」又は「×」を記載するとともに、調剤日及び次回調剤予定日を記載すること。）
□１回目調剤日（ 年 月 日） □２回目調剤日（ 年 月 日） □３回目調剤日（ 年 月 日）

次回調剤予定日（ 年 月 日） 次回調剤予定日（ 年 月 日）

参考(医科)
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処方箋様式の見直し （リフィル処方箋）

資料No.20220217-1184(1)-2-p54
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Ⅰ－７ かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価
Ⅳ－７ 医師・病棟薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進

改 定 案
［留意事項］
（４）リフィル処方箋による１回目の調剤を行うことが可能な期間については、

通常の処方箋の場合と同様とする。
２回目以降の調剤については、原則として、前回の調剤日を起点とし、当該調剤
に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後７日以内とする。

（５）保険薬局は、１回目又は２回目（３回可の場合）に調剤を行った場合、リフィル
処方箋に調剤日及び次回調剤予定日を記載するとともに、調剤を実施した保険
薬局の名称及び保険薬剤師の氏名を余白又は裏面に記載の上、当該リフィル
処方箋の写しを保管すること。また、当該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終
わった場合、調剤済処方箋として保管すること。

（６）保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋により調剤するに当たって、患者の服薬
状況等の確認を行い、リフィル処方箋により調剤することが不適切と判断した
場合には、調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに、処方医に速やかに情報提供
を行うこと。
また、リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等に
ついて必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと。

（７）保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、
継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を
説明すること。

（８）保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。予定
される時期に患者が来局しない場合は、電話等により調剤の状況を確認すること。
患者が他の保険薬局において調剤を受けることを申し出ている場合は、当該他の
保険薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供すること。

・1回目の調剤可能期間
⇒処方箋発行日を含め4日以内

・2回目以降の調剤可能期間
（前回調剤日＋前回調剤日数）±7日
・3回可の処方箋で2回目の調剤可能期間を
過ぎて来局した場合の取扱いは不明で、
3月初旬の告示・通知で確認が必要です

・（７）（８）現行の分割調剤と同じ内容
です

・調剤が完了しない場合の処方箋の取扱いに
ついて明確化されました

・リフィル処方箋による調剤が不適切と判断
した場合は、調剤を行わず受診勧奨を行い、
処方医への情報提供が求められています

（不適切な場合についての詳細は現時点
では不明です）

・情報提供については、現行の分割調剤と
同じと予想されます

・調剤報酬の算定が現行の分割調剤と同様
になるかは不明ですが、答申資料では、
「医師の指示による分割調剤」の規定も
残されています
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現 行 改 定 案
【処方箋料】
［算定要件］
注２ 区分番号Ａ０００に掲げる初診料の注２又は注３、区

分番号Ａ００２に掲げる外来診療料の注２又は注３を
算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定
める薬剤を除き、１処方につき投与期間が30日以上の投
薬を行った場合には、所定点数の100分の40に相当する点
数により算定する。

【処方箋料】
［算定要件］
注２ 区分番号Ａ０００に掲げる初診料の注２又は注３、区

分番号Ａ００２に掲げる外来診療料の注２又は注３を
算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定
める薬剤を除き、１処方につき投与期間が30日以上の投
薬を行った場合（処方箋の複数回（3回までに限る。）の
使用を可能とする場合であって、当該処方箋の１回の使
用による投与期間が29日以内の投薬を行った場合を除
く。）には、所定点数の100分の40に相当する点数により
算定する。

処方箋料参考(医科)
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Ⅰ－７ かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価
Ⅳ－７ 医師・病棟薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進

・特定機能病院等の大病院ではリフィル処方箋の発行を行うことで30日以上の処方に対する減算規定がなくなりますが、
実際にどのくらいリフィル処方箋が発行されるようになるかはわからない状況です

・リフィル処方箋の普及には処方医と薬剤師の連携強化が必須と考えられます
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湿布薬の処方制限
現 行 改定案

【第５部 投薬】
通則
５ 入院中の患者以外の患者に対して、１処方につき70枚を超

えて湿布薬を投薬した場合は、区分番号Ｆ０００に掲げる調
剤料、区分番号Ｆ１００に掲げる処方料、区分番号Ｆ２０
０に掲げる薬剤（当該超過分に係る薬剤料に限る。）、区分
番号Ｆ４００に掲げる処方箋料及び区分番号Ｆ５００に
掲げる調剤技術基本料は、算定しない。ただし、医師が疾患の
特性等により必要性があると判断し、やむを得ず70枚を超えて
投薬する場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書
に記載することで算定可能とする。

【第５部 投薬】
通則
５ 入院中の患者以外の患者に対して、１処方につき63枚を超

えて湿布薬を投薬した場合は、区分番号Ｆ０００に掲げる調
剤料、区分番号Ｆ１００に掲げる処方料、区分番号Ｆ２０
０に掲げる薬剤（当該超過分に係る薬剤料に限る。）、区分
番号Ｆ４００に掲げる処方箋料及び区分番号Ｆ５００に
掲げる調剤技術基本料は、算定しない。ただし、医師が疾患の
特性等により必要性があると判断し、やむを得ず63枚を超えて
投薬する場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書
に記載することで算定可能とする。

医薬品の給付の適正化

資料No.20220217-1184(1)-2-p56
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Ⅳ－７ 医師・病棟薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進

参考(医科)

・中医協議論では「35枚」案が提示されましたが、最終的には63枚となりました
・制限枚数を半分にすることで、通院回数が増えることを考慮されたのではないかと推察されます
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(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を
行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５) 「注1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。
(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服
薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。
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